
熊本県老人福祉施設等整備費補助金交付要領 

  （趣旨） 

第１条  知事は、熊本県高齢者保健福祉計画及び熊本県介護保険事業支援計画

を踏まえて、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４の規定

に基づく養護老人ホーム、同法第２０条の５の規定に基づく特別養護老人ホ

ーム及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項の規定に基

づく介護老人保健施設（以下「老人福祉施設等」という。）の整備を図るた

め、老人福祉施設等の整備を行う市町村及び社会福祉法人等に対し、予算の

範囲内において、老人福祉施設等整備費について補助金を交付するものとし、

その交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３

４号。以下「規則」という。）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下

「要項」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （補助の対象） 

第２条  この補助金は、施設整備費に係る次に掲げる費用については、補助の

対象としないものとする。 

(1) 土地の買収又は整地に要する費用 

(2) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより、

効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要す

る費用 

(3) 職員の宿舎（養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの宿舎を除く。）

に要する費用 

(4) その他施設整備費として適当と認められない費用 

 

  （補助金の交付の条件） 

第３条  補助金の交付の条件は、規則第５条第１項第１号及び第２号に掲げる

もののほか、次に定めるとおりとする。 

(1) 事業に要する経費の配分の変更をする場合には、知事の承認を受けなけ

ればならない。ただし、区分間の経費の配分の変更は、承認しないものと

する。 

(2) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、知事の承認を受けな

ければならない。 

ア  建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変

更を除く。） 

イ  建物等の用途 



ウ  入所定員又は利用定員 

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければなら

ない。 

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった

場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業

により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器

具については、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分の

制限（平成２０年７月１１日厚生労働省告示第３８４号）に定める期間を

経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な

運用を図らなければならない。 

(8) 補助事業者が市町村の場合においては、補助金と補助事業に係る予算及

び決算との関係を明らかにした別記様式第１２号による調書を作成して

おかなければならない。 

(9) 補助事業者が市町村以外の場合においては、補助事業に係る収入及び支

出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理

しておかなければならない。 

(10)地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約の相手方及び

その関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同

募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

(11)事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約

においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせるこ

とを承諾してはならない。 

(12)地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一

般競争入札に付するなど、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければな

らない。 

(13)この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便

葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しく

は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。 

２ 市町村又は社会福祉法人等が前項の規定により付した条件に違反した場合



には、補助金の全部又は一部を取り消すことがある。 

 

  （補助金の交付申請） 

第４条  要項第３条第１項に規定する補助金交付申請書の提出部数は１部と

し、別に定める日までに提出するものとする。 

２ 要項第３条第２項第１号の事業計画書は、別記様式第１号によるものとす

る。 

３ 要項第３条第２項第３号のその他必要とする書類は、次の各号のとおりと

し、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 交付申請額一覧表    別記様式第２号 

(2) 施設整備申請額内訳   別記様式第３号 

(3) その他参考となる書類 

 

  （補助事業の内容等の変更） 

第５条  要項第５条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、第３条第１項第

１号及び第２号に定めるとおりとする。 

２  要項第５条第２項の事業変更計画書は、別記第１号様式に準じて作成する

ものとする。 

３ 前項の事業変更計画書に係る添付書類は、前条第３項のとおりとする。 

 

 （申請の取下げ） 

第６条 要項第６条に規定する申請の取下げのできる期間は、補助金の交付決

定の通知を受けた日から起算して１５日を経過した日までとする。 

 

  （状況報告） 

第７条  補助事業者は施設整備に係る工事に着工したときは、別記様式第４号

により工事に着工した日から５日以内に、工事進ちょく状況については別記

様式第５号により１２月末日現在の状況見込みを１１月末日までに知事に報

告するものとする。 

２ 補助事業者は交付決定前において工事に着工する必要がある場合は、別記

様式第６号により事前に知事に届け出るものとする。 

３ 補助事業者は工事が完了したときは、工事が完了した日から７日以内に別

記様式第７号による工事完了届を知事に提出するものとする。 

 

  （実績報告） 



第８条 要項第９条第１項に規定する実績報告書の提出部数は１部とする。 

２ 事業が翌年度にわたるときの実績報告書は、別記様式第８号によるものと

する。 

３ 要項第９条第２項第３号のその他知事が必要と認める書類は、次の各号に

掲げるとおりとし、その様式は、当該各号に定めるところによるものとする。 

(1) 精算額一覧表      別記様式第９号 

(2) 施設整備精算額内訳   別記様式第１０号 

(3) 事業実績報告書     別記様式第１１号 

(4) その他参考となる書類 

４ 実績報告書の提出期限は、事業の完了日から起算して２５日を経過した日

又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とす

る。ただし、事業が翌年度にわたるときは、事業の完了の日から起算して２

５日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の

末日のいずれか早い日とする。 

 

 

 （雑則） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

      附  則 

 この要領は、平成１５年９月１９日から施行し、平成１５年４月１日から適

用する。 

 この要領は、平成１８年１０月１２日から施行し、平成１８年４月１日から

適用する。 

 この要領は、平成２６年４月３０日から施行し、平成２６年４月１日から適

用する。 

 


